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社会学的農地所有論と法学的財産権論の架橋
─ 集落に注目して ─

れており、抽象的個人主義的契約関係に還元
しきれない側面が強いこと、②私的所有制度
に基づく個人所有地は、同時に「ムラの土地」
としての性質を帯びていること（重層的所有

（注1）
）

等を実証的に明らかにしてきた。これらの洞
察は、集落が土地防衛機能を発揮することで
農地が農地として維持されてきたことを示唆
する。しかし同時に、ネガティブな側面も含
む集落の歴史性に最大限の配慮を加えており、
この点からは、ともすると地域資源維持のた
めの単なる現代的実用ツールへと集落を矮小
化しかねないいわゆるコモンズ論に対する慎
重な姿勢も導かれる

（注2）
。

2　法学的財産権論の中の農地

社会学的な実証に基づくアプローチは、農
地所有権の機能やそれを支える社会関係の構
造について有益な知見を提供している。これ
とは別に、農地所有は憲法的価値といかに接
合するかという法学の視点から、農地所有を
積極的に下支えしようとする議論もある。「人
権としての財産権」を巡る議論が代表的なも
のである。
一般論として、財産権を含む経済的自由権

に対する立法による制限は、立法府の専門的
判断を尊重する趣旨から、精神的自由権に対
する制限に比べて、より緩やかな基準による
審査で足りると考えられている（二重の基準
論）。つまり、保障の程度という点で、財産権
は人権体系の中で相対的劣位にあるというこ
とである。

周知のとおり、少子高齢化や人口減少を背
景として、生活空間としての農村の維持が政
策課題となっている。この政策論において、
その機能や位置づけが問われるのが農業集落
である。なぜなら、農業集落は、生産補完、
生活扶助、資源管理といった生活空間として
の農村の成立に不可欠な機能を担っているか
らである。
農業集落とその物質的基礎である農地との

関係につき、社会学的な農地所有論は、他の
土地と異なる農地の固有性を特徴づけるもの
として、農業集落の存在を重視する。これは、
現実における集落の機能解明に力点を置いた
実証的アプローチの成果である。他方で、こ
うした現実の観察から出発する方法とは別に、
どのような意味で農地が憲法上の財産権保障
の対象物となり得るかを問う法学の規範論的
アプローチもあり得る。今回は、農地所有の
理解を巡って、両者が集落を媒介項としてど
のように接合し得るか考えてみたい。

1　 社会学的な農地所有論における

集落の地位

社会学的な農地所有論は、個人を単位とす
る私的所有制度と集落単位で行われる集団的
な農地管理の関係をどのように整合的に理解
するか、あるいはその理解の上で、集落によ
る農地管理にどのような意義を認めるか、と
いう点に問題意識を置く。一連の議論は、①
事実として、農地を巡る権利移動は、団体と
しての集落の個別具体的事情によって規定さ
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しかし、財産権の現実の機能に目を向ける
なら、財産権が担う自由の前提形成機能を無
視することはできない。つまり、「自律的人格
の展開に対する物理的前提の提供」のために、
現実的には「人間は自由の前提条件をなす一
定の財産を所有」しなければならないのであ
るから、人格的自律を支える「人権としての
財産権」と呼ぶべきものが存在するのであり、
その意味で財産権保障の地位は低くあるべき
ではない、ということである

（注3）
。この議論は、

生存に不可欠であり専ら使用価値を目的とす
る財産（「小さな財産」）と、収益・処分を目的と
する独占的資本家的財産（「大きな財産」）の区
別という財産の峻別論から発展したものであ
り、峻別論では保障されるべき前者の典型と
して農業用財産が想定されていた

（注4）
。

3　集落を介した 2つの議論の接合

２つの議論は、農業者の定常的生活の支援
を目指す点で問題意識を共有するが、より有
機的な接合を試みるなら、集落がその鍵とな
る。
人権としての財産権論は、農地を含む農業

用財産の法的保障水準を高める論理を提示し
たが、財産の峻別論が示唆するように、農地
であること自体がより厚い保障を享受する根

拠となるとは見ていない。その前提として、
特定の権利主体像、つまり家族経営を典型と
する自作農的な小生産者が想定されているこ
とは明らかである。
このように考えてくると、形式的に個人所

有である小生産者による農地所有権はどのよ
うな条件を満たせば自由の前提形成をなし得
るか、という問いが次に浮かぶ。集落の存在
は、単位として個人を問題とする憲法論の中
には織り込まれていない。しかし、先に見た
社会学の成果を踏まえるなら、小生産者の生
存権を成立させる前提となる農地は、集落の
存在をもって維持されている側面があると言
える。したがって、法学的な財産権論に社会
学的な集落理解を組み込むことで、集落=個
人としての小生産者の農地所有権が生存権的
な機能を発揮する上での前提を提供する具体
的存在、と捉えることはできないだろうか。
この限りにおいて、集落存在の積極的側面が
規範論的に認められることになる。

4　農地と集落を巡る議論の含意

集落を前提とする農地所有論は、個人の自
由は特定の社会関係を前提として初めて成立
するものであることを伝える。「自己決定ので
きる自立的な個人のアイデンティティは、社
会的な基盤を必要とする

（注5）
」といった言説を念

頭に置くなら、その理論的含意の射程は、農
業という個別領域にとどまらない。例えば、
現実の観察を基礎に近代法批判を試みる法社
会学は、私的所有制度と近代的公私二元論を
乗り越える視座を得る目的で、農地所有と集
落の関係に注目する

（注6）
。農地所有と集落を巡る

議論は、広く社会科学全体に訴える議論の素
材としての可能性を有している。

（かめおか　こうへい）
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